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陳 情 文 書 表 

 
【令和４年第４回横手市議会６月定例会】 

番号 受理年月日 件  名 要    旨 陳情者住所氏名 付託委員会 

陳情４ 

第９号 

R4.5.12 

 

貨物自動車運送事業者への燃料コ

ストの補填措置に関する陳情書 

 貨物自動車運送事業者は、わが国の国民生活、産業活動

を支えるライフラインとして、その重要な役割を果たして

いる。これまで徹底した省エネ、コスト削減に努めてきた

が、新型コロナウイルス感染症の拡大や世界的な燃料価格

の高騰に見舞われ、自社の経営努力だけでは改善すること

ができない状況にある。多くの中小事業者はコスト上昇を

価格に転嫁することができない状況であり、加えてドライ

バー不足で労働条件の一層の悪化を招きかねない状況に

ある。 

国においては、石油元売り事業者に対して補助金を出

し、末端のユーザーの負担軽減処置をとっていただいてい

るが、価格高騰には追いつかず、運送経費の４割強を占め

ている燃料コストの高騰が企業経営を圧迫し続けている。 

運送事業者はエッセンシャルワーカーであり、安全運行

を第一義に地域住民の足として、産業活動の根幹をなす物

流に携わっている。 

国民生活に必要不可欠な輸送サービスの維持を図るた

め、横手市においても燃料コスト高騰に伴う補填措置につ

いて、実効性と即効性をもって対策を講じていただきたく

陳情する。 

 

 

公益社団法人秋田県トラック

協会雄平支部 

支部長  

総務文教 
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１．貨物自動車運送事業者の燃料価格高騰に伴う燃料コス

トの補填措置について、実効性と即効性をもって対策を

講じていただきたい。 

陳情４ 

第 10 号 

R4.5.20 

 

「水田活用の直接支払交付金」の

見直しについての陳情 

政府は、令和４年度から「水田活用の直接支払交付金」

を見直すことを発表した。その内容は、大豆、そば、飼料

用作物などの転作で、今後５年間、水張りや水田として一

度も米を作付けしなければ交付金の対象からはずすとし

た方針を決めた。 

農家は米が過剰ということで転作に協力してきた。ま

た、転作作物の収量を安定的に確保するため、排水対策に

しっかりと取り組んできた。水田活用交付金があるからこ

そ、農業経営が維持されている。これが実施されれば、経

営が成り立たなくなり、転作作物の生産をやめる農家が増

え、耕作放棄地が増えてしまうことが予想される。農家や

地域への影響ははかり知れず、到底受け入れられない。 

以上の趣旨に基づき、下記の事項について陳情する。 

 

１．「水田活用の直接支払交付金」の見直しは行わないこ

と。 

 

農民運動秋田県連合会 

委員長  
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